
日英戦闘機ミサイル共同開発に反対する意見書（案） 

   

 報道によると、日英両政府は、１２月１４日にロンドンで開く外務・防衛担当

閣僚級協議（２プラス２）で次期主力戦闘機とされるＦ３５ 戦闘機に搭載する新

型の空対空ミサイルＡＡＭ開発に向けた連携を確認し、共同文書に明記するとの

ことである。 

 これまで、兵器の「共同開発」はＦ２戦闘機、迎撃ミサイル「ＳＭ－３ブロッ

ク 2A」で実績のある「同盟国」アメリカとのものだけであった。日英での武器開

発はこれまで「研究」の名目で行われてきたが、「開発」へと発展することとなっ

た。   

 問題点の第一は、「準同盟国」との初の「開発」であることである。武器「開発」

と軍事「同盟」はセットであり、今回の２プラス 2 では自衛隊と英国軍との共同

訓練拡大も申し合わせることになっている。６月の日米英仏での初の合同訓練、8

月の日英ＡＣＳＡ発効に続いて、アジア太平洋域でのイギリスの軍事的関与を強

める方向に進むことになる。 

 さらに第二点として、明らかに殺傷能力のある攻撃型兵器を公然と開発するこ

とがあげられる。また射程が長く命中精度も高いＡＡＭは「対艦ミサイル」にも

技術応用できるとされている。政府がすすめている南西諸島への防衛の重点移動

では、対艦、対空ミサイルが重点となっており、これに加えて来年度の防衛省概

算要求には島嶼部防衛名目の先制攻撃型ミサイルの研究開発費も計上されている。

自衛隊が攻撃型「軍隊」に変容することにこのＡＡＭも関与しかねない。 

 最後に２０１４年に「武器輸出３原則」の「防衛装備移転３原則」へと変えら

れ、武器の国際的共同開発の制限が緩和されたが、その方向が今後さらに推進さ

れるおそれがある。しかも新三原則では、重要案件は「国家安全保障会議（ＮＳ

Ｃ）」が判断すると定められており、国会の関与は原則なく、その内容は特定秘密

保護法で秘匿されている。ブラックボックス化された兵器開発で国際的影響力を

拡大しようとすることは、平和憲法の理念と著しく抵触し、近隣諸国をはじめと

した国際世論への悪影響も計り知れない。 

 政府においては、今回の日英戦闘機ミサイル共同開発の撤回を強く求めるもの

である。 

  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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